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○福祉有償運送の登録制度の導入

○セダン型車両の使用拡大

○輸送の安全・旅客の利便確保の明確化

・運転者の具体的要件

・運行・整備管理の体制

・事故処理・苦情処理の体制

○タクシー営業類似行為の防止措置

２．地域内交通サービスと住民参加によるコミュ
ニティの形成

介護サービス事業者が、公的介護サービスと連続的・一体的に行う要介護者
等に係るSTSの取扱い方針が定められた平成１６年３月以降、一般乗用旅客

自動車運送事業の患者等輸送限定事業者が急激に増加している。

患者等輸送限定事業者の増加

ＮＰＯ等によるボランティア輸送としての福祉・過疎地有償運送については、
地元市町村が主宰する運営協議会において、運送の必要性並びに安全の確保
及び旅客の利便の確保方策等について協議する必要があるが、現在のところ、
運営協議会を設置、開催したのは４２自治体、また、８０条許可を取得した
のは１３法人となっている。（平成１８年１月末現在）

運営協議会の設置状況

＊２

＊１

＊２ 道路運送法第80条による自家用自動車の有償運送の許可

札幌交通圏全 道

６２２９１１６６３平成１７年 ３月

車両数事業者数車両数事業者数

７９４９１８２１１４平成１７年１２月

４２１７６０３５平成１６年 ３月

３０１０３９２０平成１５年 ３月

１８６２１８平成１４年 ３月

患者等輸送限定事業者及び車両数の推移

＊１ 札幌交通圏は、札幌市、石狩市、江別市、北広島市の4市。

（１）福祉輸送の現状

今後のスキーム（検討案）
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３．バリアフリー化の推進

○ 旅客施設及び一定の建築物に加え、一定の道路、公園、駐車場についても、新設等
に際しバリアフリー化を義務づける。

○ 総合的・一体的なバリアフリー化を推進するため、旅客施設から徒歩圏外のエリア、
旅客施設を含まないエリアについてもバリアフリー化の計画を作成可能とする。

○ 利用者、住民等の計画段階からの参加の促進を図るための措置を講ずる。

鉄道駅

公
園

駐車場

官公庁

福祉施設

福祉施設

駐車場等

福祉
施設

病院

福祉施設

駐車場

ハートビル法の対象（一定の新築
等）

追加・拡大される部分（既存の建
築物、公園等）

交通バリアフリー法の対象

総合的なバリアフリー法の制定総合的なバリアフリー法の制定
（ハートビル法と交通バリアフリー法の一体化）

総合的・一体的なバリアフリー化のイメージ

旅客施設から徒歩圏外
のエリアの追加

旅客施設を含まない
エリアどり

商業施設

ハートビル法
による取組み

交通バリアフリー法
による取組み

現行のハートビル法では、建築物の施設ごとに独立して推進が図られて
おり、連続したバリアフリー化が実現されていない。また、交通バリアフ
リー法では、旅客施設を中心とした生活圏の一部にとどまっている。

これらの課題等について一体的・連続的な移動空間形成のため、ユニバ
ーサルデザインの考え方を踏まえた現行法の一体化に向けた法整備を構築

官公庁

官公庁

建築物内部までの
連続的な経路の確保

（１）ユニバーサルデザインの考え方を踏まえた
バリアフリー施策の推進
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する
法律（仮称）の基本的枠組み

別紙
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ユニバーサルデザイン政策大綱

別紙
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①鉄軌道車両
車両等の総数に対し、約30％

②乗合バス車両
車両等の総数に対し、原則2015年ま

でに低床化された車両に代替
うち、ノンステップバスを20～25％

③旅客船
車両等の総数に対し、約50％

④航空機
車両等の総数に対し、約40％

（対象「特定旅客施設」）
１日当たりの平均的な利用者の数が
5,000人以上の鉄軌道駅、バスターミ
ナル、旅客船ターミナル及び航空旅客
ターミナルなど

①段差の解消（EV・ES等の設置）
②身体障害者誘導用ブロックの整備
③身体障害者用のトイレの設置等

○ 北海道における交通バリアフリー化の現状

基本方針における達成目標（2010年まで）

旅客施設 車両等

32.1%0.0%40.7%0.0%航空機

4.4%2.2%7.0%2.2%旅客船

9.3%3.3%12.0%4.2%ノンステップバス

18.0%9.7%22.6%13.3%低床バス
乗合
バス

23.7%12.3%27.9%13.8%鉄軌道車両

車両等

21.2%21.4%33.1%31.0%身体障害者用トイレの設置

74.4%33.7%80.3%36.7%誘導用ブロックの設置

44.1%36.0%49.1%38.9%段差の解消

旅客施設
（※注①）

全国北海道全国北海道

平成15年度末平成16年度末

旅客施設の「段差の解消」等各項目の数値は、対象施設総計に応じたバリアフリー化達成割合を示す。

進捗状況（全国との比較）

交通バリアフリー関連の支援制度等を利用し、国及び地方自治体等と
の連携のもと交通事業者等に対しバリアフリー化を促進。

※注① １日当たりの平均的な利用者数が5，000人以上の旅客施設

16年度バリアフリー化整備（具体例）：JR恵み野駅、ＪＲ稲積公園駅
17年度バリアフリー化整備（具体例）：JR森林公園駅、JR江別駅

（別紙参考）

（２）バリアフリー化の現状と関係機関等との連携
【その１】



16

ＪＲ恵み野駅（恵庭市）

ＪＲ稲積公園駅（札幌市）

バリアフリー化整備の具体的な改善事例

別紙

※

※

※ 平成１７年度 エスカレータ新設
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○ 江別市交通バリアフリー基本構想策定

策定委員会・策定研究会の設置

策定委員会決定 （市長への提言（H17.9.29））

策定委員会

視覚障害者福祉協会・聴覚障害者協会とのヒアリング

アンケート調査（高齢者・障害者・妊婦等を対象）

冬期・夏期のフィールドチェック

策定研究会

北海道大学
教授
北海道浅井
学園大学
教授

北海道旅客鉄道(株)
ｼﾞｪｲｱｰﾙ北海道ﾊﾞｽ(株)
北海道中央ﾊﾞｽ(株)
夕張鉄道(株)
札幌第一観光ﾊﾞｽ(株)

北海道開発局
道・札幌土木
現業所

江別市高齢者ｸﾗﾌﾞ連合会
江別身体障害者福祉協会
江別市立保育園連合父母の会
NPO法人ぷらいむほっと

北海道運輸局
道・石狩支庁
江別市

江別
警察署

実践：市民に対する意識啓発・人材育成
こころのバリアフリー教室」開催

交通バリアフリー基本構想の策定
（国土交通省届出受理（H17.12.8））

江別市ホームページで公表

公共交通事業者、道路管理者、公安委員会は基本構想に沿って
事業計画を作成し。事業を実施。

委員会等メンバー以外の市民団体等
との意見交換等

住民等を含めた交通事業者等関係機関との連携

学識経験者 公共交通事業者
道路

管理者
公安

委員会 市民団体等 行 政

H16.12～H17.9
６回開催

H16.12～H17.9
４回開催

（H17.9.30）

（策定委員会：H16.12.1設置）

交通バリアフリー基本構想は、旅客施設とその周辺の移動経路を構成する道路、駅前
広場、信号機等について、重点的かつ一体的にバリアフリー化を進めるため、市町村が
基本方針に基づき、特定旅客施設を中心とする重点整備地区について作成するもの。

（２）バリアフリー化の現状と関係機関等との連携
【その２】
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○ 交通バリアフリー教室・出前講座の実施

交通バリアフリー教室の開催
（ソフト面）

バリアフリーへの理解・ボランティアの意識向上
「心のバリアフリー」社会の実現

高齢者擬似体験・介助体験

視覚障害者体験・介助体験

車いす体験・介助体験

公
共
交
通
事
業
者

自
治
体

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等

福
祉
協
議
会

当局との協働のほか、公共交通事業者又は自治体が自ら主催とした取り組みの促進を
図り、更なる当該教室の展開を目指しつつバリアフリー意識の醸成を図る。

協働メンバーと意見交換等
（体験学習の内容、方法など）

交通事業者、自治体、ＮＰＯ法人等との協働

手話講話 など

講師施設提供

北
海
道
運
輸
局

（会場施設）
・鉄道駅（地下鉄、路面電車を含む。）
・低床バス・バスターミナル
・旅客船・旅客船ターミナル
・空港ターミナル、タクシー、ホテル など

１,０１３３２回合計

３０５１０回
９会場 （札幌（2）、小樽、江別、函館、旭川、苫小牧、

釧路、帯広、北見）１７年度

３２２１０回
８会場 （札幌（2）、小樽、函館、旭川、室蘭、釧路

（2）帯広、北見）１６年度

１９６７回６会場 （札幌（2）、小樽、函館、旭川、室蘭、釧路）１５年度

１３２４回３会場 （札幌（2）、旭川、函館）１４年度

５８１回１会場 （札幌）１３年度

参加者数回数実施会場数及び開催地等年度

（開催実績）

７１７8回

１５１2回

１７３２回

３９３４回

参加者数回数

出前講座

（２）バリアフリー化の現状と関係機関等との連携
【その３】



19

（２）バリアフリー化の現状と関係機関等との連携
【その４】

○ 交通バリアフリー関連情報共有化の取組み

国土交通省国土交通省
（交通消費者行政課）（交通消費者行政課）

北海道運輸局北海道運輸局
（（消費者行政課消費者行政課））

バリアフリーの推進に関連した活動を行うバリアフリーの推進に関連した活動を行う

ＮＰＯ法人ＮＰＯ法人

・交通アドバイザー会議・交通アドバイザー会議
・交通サービス改善モニター制度・交通サービス改善モニター制度

・交通バリアフリーリーダー育成事業・交通バリアフリーリーダー育成事業

② 電子メールによる情報交換等
（局⇔ＮＰＯ）
※当初は、情報提供（局⇒ＮＰＯ）から

●本省及び北海道運輸局の
ＨＰ掲載情報など提供

●先進事例の紹介
●バリアフリー化の進捗状況

等の紹介

●ＨＰ掲載情報、新規取組み紹介など
●施策・実情等に関する情報の提供や意見・

要望・提案など

情報の提供や意見・要望等によるニーズの把握

【 連携体制の構築 】

③ 情報交換等により集約した情報の共有化、活用など

各種交通バリアフリー関連情報
の提供

① 対ＮＰＯ法人との連絡網整備
（ＨＰから提供希望者登録）
※当面は、札幌圏内で実施し、随時全道に展開する。

新規施策への反映・提案
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（２）バリアフリー化の現状と関係機関等との連携
【その５】

・バリアフリープロモーター
・基本構想策定等のセミナー
・緊急改善プロジェクト

北海道運輸局

有識者・専門家・ＮＰＯ法人等の活動家などとの
協力体制を強化し、より一層の推進を図る必要

【 人材の確保・養成 】

【意見交換等】
・交通バリアフリー推進施策、有効な実施方策
・今後のバリアフリー施策の展開のあり方
・今後の担い手となる人材育成に関する意見交換 など

バリアフリー施策の推進 （主な取り組み）

○ バリアフリーリーダー育成事業

バリアフリーリーダー育成事業

有識者会議の開催

継続的・発展的な取り組み

・交通バリアフリー教室
・ボランティアモデル事業
・バリアフリー関連情報の提供

平成１８年度以降の取り組みへ検討・反映

【メンバー構成】
・各運輸支局交通アドバイザーの座長級有識者等

ハード面 ソフト面

各種計画等の策定、実施、事後評価

利用者等の参加、意見の反映、提案の実行

平成１７年度
実施予定

充実すべき点

新たな取組み




